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ことが出来る。
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認めたとき、総会に報告すること。

・前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
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３．規約変更(付記)について（令和4年5月27日第33回通常総会にて決議）

第２２条１項の附則としてウィルスが起因とする感染症の蔓延並びに不足の

事態が発生した場合、書面議決又は、役員会による議決権の行使による総

会の開催を状況を鑑み三役会（会長、副会長、会計）の意思決定に従い詳細

については、規約を遵守し行うものとする。


